
                  　主            　　　　文
    １　本件控訴を棄却する。
    ２　控訴費用は控訴人の負担とする。
                  　事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
　１  控訴人
　　(1)　原判決を次のとおり変更する。
(2)　被控訴人が岐阜県地方労働委員会平成１１年（不）第２号日通岐阜運輸不当労
働行為救済申立事件について，平成１２年８月２９日付けでした救済命令を取り消
す。
    (3)  訴訟費用は，第１，２審とも，被控訴人の負担とする。
　２　被控訴人
　　　主文同旨
第２　事案の概要
１  本件は，控訴人が，控訴人のコンテナ班に所属する運転手のうち補助参加人
（本件組合）の組合員である４名の運転手（組合員。ただし，１名はその後に本件
組合を脱退した。）に対し，平成１１年１月５日から自宅待機となる勤務指示，土
曜日の通常勤務指定など本件組合に所属しない他の運転手（非組合員）と異なる取
扱いをしたこと（本件措置）が労働組合法７条１号の不当労働行為に当たるとし
て，平成１２年８月２９日付けで被控訴人が発した，岐阜県地方労働委員会平成１
１年（不）第２号日通岐阜運輸不当労働行為救済申立事件についての救済命令（本
件命令）について，控訴人がその取消しを求めた事件である。
　　原審は，本件措置が不当労働行為であるが，Ａについては本件組合を脱退し別
に控訴人に対し損害賠償請求訴訟を提起したから，本件命令中Ａに係る部分は救済
を求めることができないものであるとしてこれを取り消し，その余の請求を棄却し
たところ，控訴人が控訴したものである（したがって，控訴審における審理の対象
はＡ以外の３名に係る部分である。）。
２　争いのない事実等，争点及び当事者の主張は，以下に付加するほか，原判決
「第２　事案の概要」の各該当欄に記載のとおりであるから，これを引用する（但
し，原判決４頁１１行目の「８年」を，「８月」と改める。）。
３　控訴人の当審主張
    (1)　本件措置の相当性
ア　本件措置をとった原因
　　控訴人が本件措置をとったのは，受注先の日本通運から控訴人に対する平日分
の発注が２台分減ったため，やむなくそれに対する対応として行ったことであり，
このような減車の原因が，Ｂら４名が長期にわたって休日割当出勤の拒否を続けた
ことや，平成１０年１２月には出勤拒否の意思を一方的に撤回して出勤するなどし
て，配車の混乱を招いたことにあることをふまえて行ったことである。
　(ア)　Ｂら４名の休日割当出勤の拒否
ａ　原判決は，Ｂら４名の休日割当出勤の拒否について，「Ｂら４名が，休日割当
出勤に協力するかどうかは自由であり控訴人の業務命令ではないと考えたことには
無理からぬものがある」（３４頁），「控訴人が上記回答をしていないことを無視
して本件組合の休日割当出勤拒否を一方的に非難することはできない」（３５頁）
などとしているが，当時の状況を正確に捉えていない。
  　控訴人は，Ｃ副班長，Ｄ総務部長などから，Ｂら４名に対して，何度も，休日
割当出勤への協力を要請した（甲３，甲４，原審証人Ｃの証言，乙６４）が，これ
に応じないとする同人らの態度，考えは極めて強固なものであった。
ｂ　控訴人の回答
　　また，控訴人は，休日割当出勤についての扱いに関して，回答をしていないこ
とはなく，Ｂら４名の，休日割当出勤の拒否は，そうしたことには係わらない，明
確で強硬なものであった。
ｃ　時季変更権を行使しなかったこと
  　控訴人が，Ｂら４名の休日割当出勤についての年休申請を認めず時季変更権を
行使した場合，当日，同人らがこれに応じず，勤務に就かない可能性が十分予想さ
れ，そのような事態になった場合は，急遽別の従業員に当たってみなければならな
くなるし，仮にそのような従業員がいなければ業務に穴をあけることとなり，業務
の円滑な遂行のうえで，危険性の高いことであったのである。従って，控訴人は，
あえてＢら４名に対し，時季変更権を行使しなかった。



(イ)　Ｅ，Ｆ，Ａが，勝手に出勤拒否の意思表示を撤回して出勤してきたため，当
日の配車が混乱したこと
　　控訴人は，休日割当表により，Ｅに平成１０年１２月１３日の勤務を割り当て
たが，Ｅは勝手に休日割当表に「×」印を付し，その後勝手に「出」と記入し直し
て出勤したことから，当日の配車が混乱した。また，同月２０日のＦ，同月２３日
のＡも，同様に勝手に出勤拒否の意思表示を撤回して，出勤したため，配車が混乱
した。これらの混乱も大きな理由となって，受注先の日本通運から平成１１年１月
以降減車されることとなった。
  　原判決は，これらの事実の評価も誤っている。
イ　平成１２年９月７日控訴人が本件措置を取りやめたこと
　　その後，控訴人は，発注元の日本通運に対して，できる限り多くの業務の発注
をしてくれるよう，働きかけを続け，努力を続けた。
  　その結果，業務の発注量が回復したので，控訴人は，平成１２年９月７日をも
って，Ｂら４名に対して，本件措置を取り止めた。
(2)　不当労働行為意思について
ア　控訴人が，Ｂら４名に対して，本件措置をしたのは，同人らが，組合員である
ことを理由に行ったことではない。
　　原判決は，控訴人の不当労働行為意思について，「控訴人と本件組合の従前か
らの紛争の経過，控訴人がＢら４名の組合員に対して本件措置を行った経緯及び本
件措置の内容によれば，本件措置はＢら４名が組合員であることを理由になされた
もので不当労働行為に該当するものと認めるのが相当である。」（原判決３５～３
６頁）としているが，その指摘は，非常に概括的なものにとどまり，十分な根拠を
示していない。
イ　控訴人は，Ａが平成１１年１月１日付けで本件組合に再加入したことは全く知
らなかったものであり，組合を意識して，本件措置をしていない。
　　Ａについては，平成８年に本件組合を脱退した後，平成１１年１月１日付けで
本件組合に再加入したとのことである（その後，同年８月３日に本件組合を脱退し
たとのことである）が，Ａが平成１１年１月１日付けで組合に加入したとのことは
控訴人に通知されたわけでもなく，控訴人は同日の加入の事実を知っていなかった
ところである。
    (3)　不利益取扱いの外形的事実について
ア　原判決は，「平成１１年１月以降，控訴人が組合員に対して非組合員と異なる
勤務指示を行い，それに伴って組合員に経済的不利益が生じたことについては，別
紙『命令書』の第３の３の(1)に記載されているとおりである」とする（原判決３２
～３３頁）。
  　しかし，自宅待機となる勤務を命じた場合にも，控訴人はＢら４名に対して賃
金を支払っている。すなわち，控訴人は，自宅待機となる勤務についてＢら４名が
いずれも８時間の所定労働時間の勤務に就いているものとして取扱っている。勤務
の事実がないことにより支給されない各手当があるとしてもこれは当然のことであ
って，経済的不利益は生じていない。
イ　また，原判決は，本件命令が，
(ア)　時間外手当，休日出勤手当の各手当について，コンテナ班運転手８名が平等
な勤務を行ったものとして，各組合員における「時間あたりの単価」に，班員８名
の１人あたりの平均時間外勤務（平均休日出勤）時間から各組合員の時間外勤務
（休日出勤）時間を控除した時間を乗じて得た額
(イ)　大型乗務手当について，コンテナ班運転手８名が平等な勤務を行ったものと
し，班員８名の１人あたりの平均支給額から各組合員の実際の支給額を控除した額
(ウ)　２個積ワンマン手当について，同手当の支給対象となるコンテナ班運転手４
名の１人あたりの平均支給額から，組合員Ｂおよび組合員Ｅの２名のそれぞれの実
際の支給額を控除した額
  の支払を命じているのを容認し（ただし，Ａに係る部分を除く），上記の計算に
よる各金額が，本件における不利益取扱いの内容であるとの判断をしている。
  　しかし，以下に述べるように，金額の算出においての考え方の点からも，上記
の計算による金額が，不利益取扱いの内容であるということはできない。
ウ　時間外手当について
(ア) 　時間外手当は，実際の時間外勤務の時間に応じてその支給がなされるもので
ある。各従業員がそれぞれどの程度の時間外勤務を行うかについては，各従業員そ
れぞれの対応による部分も多い。控訴人のコンテナ班においても，その配送業務を



行うと時間外勤務となる業務があった場合に，手のあいた従業員に対してその配送
業務につくことを打診するが，その従業員の都合で，応じなければ，別の従業員に
その配送業務につくことを打診するというようなやり方をしていた。そして，その
結果，各従業員において，どの程度の時間外勤務についているかは，それぞれの従
業員により明らかに異なっていた。
　　ところが，原判決ないし本件命令は，こうした事情を全く無視し，班員８名の
１人あたりの平均時間外勤務時間と各組合員の時間外勤務時間の差に対する時間外
手当の額の計算をするものと判断しているが，上記の実態を考慮しないものであっ
て，失当である。
  　甲１７は，平成１１年１月から平成１２年９月までの間について，Ｂら４名が
コンテナ業務に実際に従事した日の時間外勤務時間の数値をもとに，自宅待機であ
った日についてもコンテナ業務に実際に従事した日と同様の時間的割合での時間外
勤務がなされていたと仮定して，各月の時間外勤務の時間を算出して，表を作成し
たものである。つまり，仮に自宅待機の勤務指示がなされず，それらの日について
もコンテナ業務に従事していたと想定したときの，上記の期間の各月における，想
定時間外勤務時間の状況が示されているものである。
  　上記甲１７によれば，Ｂら４名の（想定した）時間外勤務時間が上記４名以外
の平均時間外勤務時間に対する割合（Ⅰ），コンテナ班全体のそれに対する割合
（Ⅱ）は以下のとおりである。
　　　　　　　　　　　　Ⅰ          　   Ⅱ　
  　平成１１年１月　約６６．６％　　約８０．０ ％
        　　　　　　２月　約５５．２％　　約７１．１ ％
        　　　　　　３月　約４９．０％　　約６５．８ ％
        　　　　　　４月　約６６．９％　　約８０．１ ％
        　　　　　　５月　約７０．３％　　約８２．６ ％
        　　　　　　６月　約６１．８％　　約７６．４ ％
        　　　　　　７月　約４６．０％　　約６３．０ ％
        　　　　　　８月　約７１．４％　　約８３．３ ％
        　　　　　　９月　約５０．９％　　約６７．５ ％
        　　　　　１０月　約６１．０％　　約７５．８ ％
        　　　　　１１月　約５９．８％　　約７４．８ ％
        　　　　　１２月　約５７．１％　　約７２．７ ％
        　平成１２年１月　約６３．２％　　約７７．４ ％
        　　　　　　２月　約６５．８％　　約７９．４ ％
        　　　　　　３月　約５７．０％　　約７２．６ ％
        　　　　　　４月　約６２．３％　　約７６．８ ％
        　　　　　　５月　約５９．９％　　約７４．９ ％
        　　　　　　６月　約７７．３％　　約８７．２ ％
        　　　　　　７月　約５２．５％　　約６８．８ ％
        　　　　　　８月　約７５．３％　　約８５．９ ％
        　　　　　　９月　約６９．０％　　約８１．７ ％
  　このように，Ｂら４名については，自宅待機の勤務指示の点を別として考えて
も，時間外勤務が比較的少ないという実態があったのである。しかも，その程度
は，上記のように，決して無視して考察することができるような微小なものではな
く，明確な傾向があったといわなければならない（なお，自宅待機の勤務指示が出
される前１年間の平成１０年１月から同年１２月の期間においても，Ｂら４名の平
均時間外勤務時間は，上記４名以外のそれに対して約８０．９％であり（甲９より
計算），上記の傾向は明らかである。）。
  　そして，不利益取扱いの内容を検討するにあたっても，上記の点はこれを捨象
することができるような些事ではなく，安易に「班員全員の平均数値」を算定の基
礎とした，原判決ないし本件命令は相当でない。
(イ)　そして，原判決ないし本件命令の矛盾は，次のような点に，より一層明確に
表れる。
  　例えば，平成１１年１１月に，Ｂはコンテナ業務に２１日従事し，３０．００
時間の時間外勤務をしたが，同人について，この月は自宅待機となる勤務指示とな
った日はなかった（甲１７）。従って，この月については，同人に関して，清算さ
れるべき時間外手当はないはずであるが，同人の同月の時間外手当についても，原
判決ないし本件命令の算定方法である，「Ｂの時間外勤務における『時間あたりの



単価』に，班員８名の１人あたりの平均時間外勤務時間からＢの時間外勤務時間を
控除した時間を乗じて得た額」で計算すると，控訴人が支払うことになる金額が算
出されてしまうのである。上記のような矛盾は，上記の１回だけのことではなく，
何回も生じるのである。
(ウ)　また，時間外手当に関して，原判決は，「自宅待機となる勤務指示がなされ
た以後の平成１１年１月から平成１２年３月までの期間では，その（組合員の１人
１月当たりの時間外労働時間の非組合員の時間外労働時間に対する）割合が約３
６．５パーセントと（なっている）」（原判決３３頁）と判示しているが，上記の
３６．５％の算出根拠は不明である。
エ　休日出勤手当について
　　原判決ないし本件命令が，班員全員の平均数値とＢら４名の各人の数値との差
に対する金額を，不利益取扱いの具体的な金額としている点は失当である。
  　Ｂら４名は，休日割当出勤の拒否を重ねてきたものである。そして，同人らが
年休の申請という形式において，これに応じないようになった時期もあるが，その
勤務の状況は，次のとおりであった（乙４２）。
(ア)　平成９年４月から平成１０年３月まで
　　Ｂら４名は，日曜日，祝日の勤務割当に対して勤務したのが，合計で２回（割
当は２８回）である（この間，上記４名以外は，５８回の割当に対して全て勤務し
ている。）。
(イ)　平成１０年４月から平成１０年１０月まで
　　Ｂら４名は，日曜日，祝日の勤務割当に対して１日も勤務しなかった（割当は
１１回で，うち５回は年休申請がある。この間，上記４名以外は，３５回の割当に
対して全て勤務している。）。
  　上記４名については，従前から休日出勤手当の対象となる勤務が極めて少なか
ったという実態があった。
  　また，平成１１年１月以降，Ｂら４名について，土曜日は，原則として，２名
が通常出勤日，２名が休日と指定されたが，休日となった２名は，その土曜日につ
いて休日出勤としての勤務をすることがなかった。
  　原判決ないし本件命令が，コンテナ班の班員全員の平均数値との差を計算基礎
としているのは，上記実態と矛盾するものであって，相当でない。
オ　大型乗務手当や２個積ワンマン手当について
　　コンテナ班の班員全員（または，手当の対象となる班員全員）の平均数値をも
とに計算することは，実態に背反するおそれのある，安易かつ不相当な算定方法で
あることは，上記の時間外手当や休日出勤手当についてと同様である。
    (4)　その他の失当な判断
ア　休日出勤に関する日本通運の操配者による都合聴取について
  　平成９年３月以前の操配状況は，日本通運の操配担当者が，前日に翌日の全体
の貨物量を想定し，何台のトラックが必要であるかどうか判断し，控訴人を含めた
下請業者に使用台数を指示し，その指示に基づき，控訴人において，各従業員に対
して勤務を命じていたのである。
イ　平成９年８月２７日から１０月２８日までのＢら４名の休日割当出勤状況につ
いて
　　原判決は，「組合員は，Ｇの団体交渉における説明及び警告から，休日割当出
勤が通常出勤であることを認識し，…平成９年９月７日にＦが，同年１０月１０日
にＥが，同月２６日にＢが，それぞれ休日割当出勤に応じた（乙６３）」（原判決
２８～２９頁）とする。
　　しかし，平成９年８月２７日の団体交渉後，乙４２のとおり，
(ア)　８月３１日（日）
　　Ｅが出勤を割り当てられていたが，Ｅは休み，代わりにＣが出勤している。
(イ)　９月１４日（日）
　　Ａが出勤を割り当てられていたが，Ａは休み，代わりにＨが出勤している。
(ウ)　９月１５日（祝日）
　　Ｂが出勤を割り当てられていたが，Ｂは休み，代わりにＩが出勤している。
(エ)　１０月１９日（日）
　　Ａが出勤を割り当てられていたが，Ａは休んでおり，代わりにＣが出勤してい
る。
上記のように，休日割当出勤に応じていない日も多い。
ウ　Ｃ発言について



　　原判決は，平成９年９～１０月ころのこととして，「すると，Ｃは，そのこ
ろ，Ａに対し，『君らは日曜日に出勤するのか。』と尋ね，Ａが，『出勤する。』
と答えると，『君らが日曜日出勤することは困る。』旨述べた（乙６３）」（原判
決２９頁）とする。
　　しかし，Ｃの発言の趣旨は，前記の出勤したりしなかったりの勤務実態から
「自分勝手な判断で日曜日に出勤したり，出勤しなかったりでは困る。きちんと休
日出勤表に従って出勤してほしい。」ということである。
エ　Ｈの暴力について
　　原判決は，平成９年１０月２８日の件について，「また，平成９年１０月２８
日，ＨがＦに対して，『いっぺん出たくらいで偉そうな顔をするな。』などと述べ
て同人に暴力を振るう事件が発生した（甲６，乙６３，丙２）」（原判決２９頁）
とする。
　　しかし，甲６のＤ総務部長の控訴人社長に対する報告書にあるとおり，公平に
双方より事情を聴取したところ，「個人の口げんかの域を出ない」ものであり，
「暴力を振るう事件」ではないと思われるものである。
　４　被控訴人の当審主張
　　(1)　本件措置の相当性について
ア　控訴人の主張は，控訴人が本件措置をとったのは相当で合理的であると主張す
る。
  　しかし，①平成９年８月の２度の団体交渉において，本件組合が休日割当出勤
問題を取り上げ，控訴人も早急に回答する旨述べたにもかかわらず，結果的に明確
に回答しないまま，平成１０年８月１２日の団体交渉において，この問題は解決済
みであるとして，十分な説明をしなかったこと，②本件組合が平成１０年１２月１
０日に警告書の交付を受け，同月１３日の日曜日から休日割当出勤に従ったにもか
かわらず，控訴人は非組合員と異なった勤務指示をしたこと，③コンテナ班におけ
る８名体制を維持し，減少分の２台の業務を班員全員に平等に割り当てる勤務体制
を組むことも可能であったと思料されることなどを勘案すると，控訴人の行った措
置は「相当かつ合理的」であるということはできず，控訴人の主張は失当である。
(ア)ａ　控訴人は，Ｃ副班長，Ｄ総務部長などから，Ｂら４名に対して，何度も，
休日割当出勤への協力を要請していたと主張する。
  　控訴人が，Ｂら４名に行った休日割当出勤の協力要請は，職場会議において行
ったとされるところ，甲１，２により，平成９年２月８日の職場会議で協力要請し
たのが，明らかとなった。しかし，この職場会議の出席者は，コンテナ班運転手７
名のうち，Ｃ，Ａ，Ｈの３名にとどまり，Ｆ，Ｅ，Ａはこの協力要請に対して同意
していない（甲１，１２）。
　  　その後，命令書（乙６７の５頁）にあるように，班長または副班長が，休日
割当表に基づき休日割当出勤の該当者に対して，当日の都合を聞きに廻っていたも
のの，本件組合は，控訴人が無断で年次有給休暇を振替休日として処理すること及
び休日割当出勤問題について不明確であったことなどの不満から，休日割当出勤に
応じなかった。
　 　また，控訴人は，Ｂら４名が休日割当出勤に応じないとする態度，考えは極め
て強固なものであったと主張しているが，平成９年８月２７日の団体交渉において
Ｇ総務部長が，休日割当出勤問題について速やかに回答することを約束したため，
その後の平成９年９月７日にＦが，同年１０月１０日にＥが，同月２６日にＢが休
日割当出勤に応じている。
　    これをみても，本件組合は休日割当出勤に絶対協力しないという姿勢ではな
い。むしろ控訴人が団体交渉で約束したことを誠実に実行する必要があったという
べきである。
ｂ　休日割当出勤についての扱いに関する控訴人の回答
  　控訴人の約束した回答については，控訴人は明確に答えなかった。このこと
は，平成１０年８月１２日団体交渉における本件組合の「休日割当出勤が未解決で
あり，この問題が解決すれば出勤に応じる。」旨の発言，及びその後の年次有給休
暇提出による休日割当出勤拒否の事実から裏付けられる。
    さらに，控訴人は，本件組合の強固な姿勢を強調しているが，控訴人の姿勢
は，それ以上に強固であり，被控訴人が同一の当事者で係属した岐労委平成８年
（不）第１号日通岐阜運輸不当労働行為救済申立事件において，平成９年７月２９
日に発した「会社の説明は，誠意を尽くして組合に理解を得るよう努力していると
は看做し難く，不当労働行為であると判断せざるを得ない。」との命令（乙３８の



１２頁）を受けて，労使関係の改善に努めた形跡は認められない。
ｃ　控訴人が時季変更権を行使しなかったことについて
  　控訴人は，組合員が年次有給休暇を申請して休日割当出勤の要請に応じないこ
とは，あらかじめ計算してそのための従業員の手配も事前に済ませており，何ら業
務に不都合は生じていない。かえって，後記控訴人の主張のとおり，組合員が休日
割当表に従い出勤することが，配車の混乱を来すこととなる。
  　また，控訴人は，休日割当出勤問題に明確に回答していないにかかわらず解決
済みとしたため，組合員が休日割当出勤日に年次有給休暇を申請することとなった
という経緯から，控訴人としても強硬に時季変更権の行使ができなかったと思料さ
れる。
(イ)　Ｅらが休日割当表を記入し直し，休日割当出勤したことについて
  　控訴人が組合員に交付した平成１０年１２月１０日の警告書には「…是正しな
い場合は，懲戒処分の対象にすることがある。」とか「…あなた自身の職場がなく
なるという問題を十分認識し，…」などの文言が記載されていたため，本件組合は
控訴人が強い態度で臨んでくるものと判断し，一方的な処分を避けるため休日割当
出勤に応じたのである。
　  それにもかかわらず，配車が混乱したとすれば，控訴人は組合員が出勤しない
ものとして，あらかじめ他の従業員を手配していたためである。控訴人は，一方的
に警告書を発し出勤を命じておきながら，その後の手配をしていなかったことが窺
われる。
  　なお，控訴人は，組合員が勝手に休日割当表に「×」印を付し，その後，
「出」と記入し直し，勝手に出勤したとしているが，本件組合は，Ａが１２月１１
日に葉書でその旨を控訴人に通知して，さらに日本通運のコンテナ課の操配係に報
告したとの証拠（丙４）を提出している。
イ　本件措置の取りやめについて
  　控訴人は，発注元の日本通運に対して，できる限り多くの業務を発注してくれ
るよう，働きかけを続けた結果，平成１１年末ないし平成１２年初めころから業務
が増加したとして，控訴人の努力を強調している。しかし，この業務の増加は，組
合員が配車を混乱させたとして減車された分が元に戻ったのではなく，発注元の日
本通運の取扱量が増加し，その増加分を控訴人が受注したとも考えられる。
  　このことから，被控訴人は，発注元の日本通運が控訴人に対し，２台を減車し
たのは，組合員が休日割当出勤を拒否して配車に混乱を来したことによるものか，
日本通運の取扱量が減少したことによるものか，疑問を抱かざるを得ない。
(2)　不当労働行為意思について
ア　控訴人は，自宅待機となる勤務指示等をしたのは，組合員であることを理由に
行ったことではないと主張する。
　　控訴人は，自宅待機となる勤務指示等を行ったもともとの原因は，Ｂら４名に
よる休日割当出勤拒否としている。しかし，この行動は，本件組合が控訴人の労働
条件，休日の与え方に対して不満があり， 終的に本件組合で判断して組合活動と
して行ったことは，原審証人Ｅ証言（９頁から１０頁）でも明らかである。
    さらに，本件組合は，控訴人との団体交渉においても休日割当出勤には絶対に
協力しないという姿勢ではなく，休日割当出勤問題が解決すれば，出勤に応じると
の態度を示していた。これに対して，控訴人はこの問題に明確に答えることなく，
平成１０年８月１２日の団体交渉では，控訴人が解決済みであるとしたため，話し
合いは進展しなかった。
    その後，控訴人は，平成１０年１２月１０日に警告書を交付した後，本件組合
は休日割当出勤に協力することを決定し，同月１３日から出勤に応じたにもかかわ
らず，組合員が配車を混乱させたとして，平成１１年１月５日から不利益取扱いと
なる自宅待機となる勤務指示等をした。
　  以上の経過から，被控訴人は，控訴人が自宅待機となる勤務指示等を行うに至
った大きな原因は，控訴人が団体交渉等で本件組合の主張を理解し，十分な説明を
行うという姿勢に欠けていたことにあると思料する。
イ　原判決が不当労働行為意思について十分な根拠を示していないとのことについ
て
    不当労働行為意思は，控訴人が行った客観的事実を証明して，それらを総合し
て判断することとなることから，原判決「不利益取扱いの外形的事実について」
（３２頁から３５頁）においてその事実を証明しており，また，被控訴人の命令書
「不当労働行為の成否について」（乙６７の１６頁から１８頁）の項でも，総合的



に判断し根拠を示している。
ウ　Ａに関する控訴人の認識について
　　控訴人は，Ａが平成１３年６月１２日，控訴人を被告として損害賠償請求訴訟
を提起したことにより，本件組合が休日割当出勤拒否をしていた平成９年４月から
平成１０年１２月の間は，Ａが組合員でなかったことを知ることとなった。このた
め，「組合を意識」して自宅待機となる勤務指示等を行っていない旨を主張する。
    しかし，休日割当出勤拒否は，前記のとおり， 終的に本件組合で判断して組
合活動として行ったことであり，この問題は，控訴人と本件組合との団体交渉にお
いても議論となっている。控訴人が，平成９年８月２７日の団体交渉において「日
曜日について，休日割当出勤命令をしているが，出勤していない従業員がいること
を把握しており，これは業務命令違反でもあるから，会社としても重大に考えてい
る。」（乙６７の５頁）と，本件組合に警告したのは，休日割当出勤拒否が組合活
動と認識していたためである。
　　また，Ａは，本件組合に対する同調者として，行動を共にしたものであり，Ａ
が組合員でなかったことをもって，「組合を意識」していないとの控訴人の主張は
失当である。
　　(3)　不利益取扱いの外形的事実について        
ア　控訴人の自宅待機となる勤務についても賃金（基本給）を支給しており，勤務
の事実がないことにより支給されない各手当があるとしても当然であり，経済的不
利益は生じていないとの主張について
  　平成１１年１月以降，控訴人が行った自宅待機となる勤務指示等により，組合
員は非組合員と比べて，本件命令（乙６７の１５頁から１６頁）のとおり，明らか
に経済的不利益を生じている。
    これは，控訴人の一方的な勤務指示により，組合員が乗務の機会を減少させら
れ，それにより得るべき各種手当が減少したことにより，非組合員との給与格差が
生じたためである。
    控訴人は，減車の原因を一方的に組合員のみに帰して勤務の機会を奪いなが
ら，組合員に経済的不利益はないとしているが，本件の不利益取扱いの判断は，コ
ンテナ班の組合員と非組合員とを比較すべきである。被控訴人は，コンテナ班での
８名体制を維持し，減少した２台分の業務を班員全員に平等に割り当てる勤務体制
を組むことも可能であったと思料する。
イ　本件命令における時間外勤務の計算方法について
    控訴人は，平成１１年１月から平成１２年９月までの，組合員と非組合員の時
間外勤務時間を示して，組合員はもともと時間外勤務が少ないという実態を指摘す
る。また，原審において，控訴人は，「時間外手当については，Ｂら４名は，以前
から時間外勤務を命じても拒否し続け，もともと時間外勤務が他の従業員より少な
かった…」とも主張している。
  　これに対し，被控訴人は，甲９により，「平成９年４月から同年７月までは，
むしろ組合員の時間外勤務の平均時間が非組合員よりも上回っていた。確かに同年
８月以降は組合員の平均が非組合員の平均を上回ることは一度もなかった。しか
し，このことは組合員が時間外勤務を拒否していたことにはならない。給与に占め
る基本給の割合が低い会社にあっては，割り増しとなる時間外勤務を拒否する理由
はない。時間外勤務命令を発するのは会社であることから，休日割当出勤問題が団
体交渉で議題となった８月以降，非組合員に比して組合員には，時間外勤務を命じ
なかったことが窺われる。」と反論した。
    仮に，控訴人が組合員はもともと時間外勤務時間が少なかったことを主張する
なら，本件組合が控訴人の休日割当出勤の要請を拒否して，控訴人と本件組合との
間で休日割当出勤問題が団体交渉の議題となる以前のそれと比較すべきである。
    組合員が，非組合員に比べ差別取扱いとなる自宅待機の勤務指示等を行った平
成１１年１月以降の時間外手当が少なくなっていることは当然であり，このことが
組合員に対する経済的不利益である。
ウ　休日出勤手当の計算方法について
  　控訴人は，組合員はもともと休日出勤手当の対象となる勤務が少なかった旨を
主張する。仮にそう主張するならば，時間外手当と同様に，控訴人と本件組合との
間で休日割当出勤問題が団体交渉の議題となる以前のそれと比較すべきである。
    被控訴人が認定した控訴人が組合員に対して行った不利益取扱いは，平成１１
年１月以降，土曜日に同じ勤務に就いても，組合員は土曜日の勤務が，組合員４名
のうち２名が通常勤務となっているのに対して，非組合員はおおむね休日出勤手当



の対象となる勤務指示であったことである。
エ　本件命令における各種手当の計算方法について
　　控訴人は，本件命令における各種手当の計算方法がコンテナ班全員の平均数値
をもとに計算することは，安易かつ不相当な算定方法であることを主張する。しか
し，もともと本件組合が被控訴人に申立てた救済の内容は「被申立人は，申立人組
合組合員であるＢ・Ｅ・Ｆ・Ａに対し，平成１１年１月以降第１項の不利益取扱を
解消するまでの間，その他手当，時間外手当，休日出勤手当について，不利益取扱
前の平均賃金と実際の支給額との差額を支払わなければならない。」（乙４）であ
った。この請求する救済内容に対して，被控訴人は，平成１１年１月以降，２台の
減車となったことからコンテナ班で取り扱う業務量が減少しているため，このこと
を考慮して，不利益取扱いとなる平成１１年１月以降のコンテナ班全員の平均数値
をもとに計算したのである。
　　(4)　その他の判断について
ア　休日出勤に関する日本通運の操配者による都合の聴取について
  　控訴人は，平成９年３月以前の休日における操配状況について，日本通運の操
配者は，控訴人の従業員に順番に都合を聴取していたのでなく，前日に翌日の貨物
量を想定し，何台のトラックが必要であるかを判断し，控訴人を含め下請業者に使
用台数を指示し，その指示に基づき，控訴人は従業員に対して勤務を命じていたと
主張する。
　　しかし，乙６３，６４及び原審証人Ｃの証言においてもそのような事実は認め
られない。日本通運の操配者が直接，控訴人の従業員に都合の聴取をしていた。
    乙６３（１５頁），６４（３６頁から３７頁）の証言からも，原判決及び本件
命令の認定は正しい。
イ　８月２７日の団体交渉から１０月２８日の事件までのＢら４名の休日割当出勤
状況について
　　本件命令（乙６７の５頁）では，「組合は，８月２７日の団体交渉を踏まえて
会社からの回答があると考え，平成９年９月７日（日）にＦ，１０月１０日（祝）
にＥ，１０月２６日（日）にＢが，休日割当出勤に応じた。」と認定した。
ウ　Ｃの発言の趣旨は，「自分勝手な判断で日曜日に出勤したりしなかったりでは
困る。きちんと休日割当表に従って出勤してほしい。」との控訴人の主張について
 　「君ら」とは，休日割当出勤に応じない組合員を指すものと考える。
エ　平成９年１０月２８日のＨとＦとの間の事件について
  　本件命令（乙６７の６頁）では，「コンテナ班運転手ＨがＦに対して，「一遍
出たくらいで偉そうな顔をするな。」と発言するとともに組合を誹謗，中傷するよ
うなことを述べた事件が発生した。」と認定した。
　５　本件組合（補助参加人）の当審主張
(1)　原判決が，被控訴人がなした本件命令につき，控訴人の行為は不当労働行為に
当たるとして，請求を棄却した判断は正当であり，取り消されるべき理由はない。
(2)　控訴人の対応は不当なものである。
ア　控訴人は，本件措置は正当であると主張するが，これは救済申立事件の段階か
ら主張していたことと何ら変わるものではなく，これについては不当労働行為であ
るとした被控訴人や原審の判断で厳しく指弾されているところである。
イ　控訴人のコンテナ班における配車は，控訴人の親会社であり唯一の荷主である
日本通運のコンテナ課の配車係において行っていることは，過去から現在に至るま
で変わらない。
  　これについては，現在でも「日本通運㈱岐阜支店　コンテナ課」名義の書式の
「乗務員集配表」が使用されており，その書式は，年月日と曜日が記載されるよう
になっており，乗務員氏名欄には控訴人従業員の氏名が不動文字で印刷され，「傭
車」等の区別も同様に不動文字で記載され，さらに作業開始・終了時間が記載され
るようになっており，また，「乗務記録」が記載されるようになっている。
  　本件組合は，原審において控訴人に対し，その配車表の提出を求めたが，控訴
人はこれに応えていない。
  　そして，その書式に従って，日本通運岐阜支店コンテナ課配車係が，控訴人従
業員の各欄に上記事項を記載し，その日その日の配車を行っているのである。休日
等の乗務についても，同係員が都合を聞きながら指定していくのである。
　　このように，本件組合の組合員らが休日乗務を断っても，配車はスムーズに行
われてきたのであって，何ら混乱は生じていなかった。
ウ　控訴人は，本件組合の組合員らが年休取得により対応した場合に時季変更権を



行使しなかったことについて，これを行使しても組合員らがこれに応じず混乱が生
じることが予想されたから行使しなかったことはやむを得なかった旨主張する。
  　しかし，控訴人が時季変更権を行使したことは一度もなかった。
　  また，組合員は，平成９年８月２７日の団体交渉の後一旦は休日出勤に応じた
こともあるし，警告が発せられた平成１０年１２月には年休を取得せずに勤務につ
いたこともある。もとより，本件組合は，休日出勤等について控訴人が団体交渉の
席で約束した回答をしなかったから休日出勤を拒否していたのであって，これが解
決すれば従う旨を明確にしていた。
　　このように，時季変更権を行使することによって混乱することは現実に予想さ
れるものではなかったのであり，実際に行使をしないで危険性を主張するのは不当
である。
　　なお，控訴人は，組合員が年休取得で対処していることについて，団体交渉の
席で問題としたことはなく，平成１０年１２月になって突然警告を発したのであ
る。
　　平成１０年１２月の「×」を「出」に記載したのは，出勤する旨報告を受けた
日本通運岐阜支店の配車係である。
エ　控訴人は団体交渉において，本件組合が休日出勤等について明確にするよう求
めたのに対し，後日の団体交渉で明らかにする旨明確に述べている。
    ところが，これが明らかにならないまま推移したのである。
  　この点，本件命令も原判決も明確に指摘しているが，控訴人はこのことについ
ての説明を避けている。
(3)　Ａの組合帰属について
  　Ａが本件組合からいつ脱退し，さらにいつ再加入し，そして再度脱退したかに
ついては，いちいち控訴人に報告しているわけではない。そして，Ａが，組合員と
して団体交渉に出席した事実は控訴人は知っているし，日常的にも組合員と行動を
ともにしていたことも知っている。従って，同人が，現に組合員であるか否かを明
確に認識した上で対処していたわけではないことは，控訴人の指摘するとおりであ
り，この点，原判決が「君ら」「君たち」ということを組合員を指すことを一部変
更している判断には，本件組合としても異議がある。
  　しかしながら，控訴人の対応は，Ａが組合員であるとの認識の基に行っている
のであり，Ａの現実の組合所属によって不当労働行為意思なしとする控訴人の主張
は，事実に反している。
  　(4)　不利益取扱いの外形的事実について
ア　控訴人は，自宅待機の日にも賃金は支払っているから，各手当の支給がないこ
とは当然であるとする。
  　自宅待機を命じられた日も，組合員は労務の提供を行っているのであって，基
本賃金が支払われるべきことは当然である。問題は，実際に乗務しなければ各種手
当が支給されないことであり，控訴人の賃金体系では各種手当の不支給は経済的に
多大な不利益をもたらすものであって，そのような重大な不利益を与える「勤務指
定」がなされていることがまさしく不利益取扱いなのである。
イ　控訴人は，本件命令が時間外手当や休日出勤手当の支給について平均時間外
（休日）勤務時間に基づき計算していることを非難している。そして，仮定の数値
をもとにこれを論難しようとしている。
  　しかし，現実に控訴人は組合員らの通常乗務の機会を奪ったのであり，時間外
勤務の実績を奪ったのである。
  　また，平成９年４月から平成１０年１０月までの実績についても，前記のとお
り，この期間は団体交渉で問題が解決されていない時期であって，休日割当表が勤
務日の指定とは確定していないのであり，この時期の勤務は「強制」ではなく「任
意」なのであり，これを比較対象とすることは不適当である。
  　しかも，週４０時間制となったあと，土曜日の「休日」は法定休日ではなく時
短休日となったが，これを通常出勤日と指定された組合員は時間外手当がつかず，
時短休日とされた非組合員の出勤は時間外勤務となるなど，当初から制度上組合員
は同じ時間働いても時間外勤務とならないような措置まで講じられているのであ
る。
  　このように，もともと不平等な取扱いを強いられた上での仮定の議論で自ら行
った不平等取扱いを正当化するのは認められない。
  　時間外勤務時間の差があるなどというのであれば，実際に平等な勤務指定や配
車を行った上で行うべきであり，そのようなことをせず不利益取扱いを行う使用者



は，あるべき正常な取扱いを命じられるのは，不当労働行為を禁ずる法の趣旨から
して当然のことである。
第３　当裁判所の判断
１　当裁判所も，Ａに係る部分を除き，控訴人の請求を棄却すべきものと判断する
が，その理由は，次のとおり原判決を訂正し，次項に控訴人の当審主張に対する判
断を付加するほか，原判決の「第３　争点に対する判断」のとおりであるから，こ
れを引用する。
(1)　原判決３１頁２４行目の「を答えた」を「と答えた」と改める。
(2)　同３２頁６行目冒頭から１５行目末尾までを，次のように改める。
「　控訴人は，Ｂら４名の年休申請に対し時季変更権を行使しなかったことを自認
し，現場段階での混乱を避ける必要があったから時季変更権を行使しなかった旨主
張するが，控訴人主張の理由で時季変更権を行使しなかったとしても，本件措置の
相当性の判断を左右するものではない。」
(3)　同３３頁１９行目の「８５パーセント」を「９５パーセント」に，同頁２１行
目の「３６．５パーセント」を「４８．７パーセント」といずれも改める。
　２（控訴人の当審主張について）
    (1)　本件措置の相当性について
ア　控訴人は，本件措置をとったのは，受注先の日本通運から控訴人に対する平日
分の発注が２台分減ったためにやむなくそれに対する対応として行ったことであ
り，相当で合理的であると主張する。そしてその理由とするところは，(ア)　Ｂら
４名が長期にわたって休日割当出勤の拒否を続けたことや，(イ)　平成１０年１２
月には出勤拒否の意思を一方的に撤回して出勤するなどして，配車の混乱を招いた
ことにあるとする。
(ア)　まず，Ｂらの休日割当出勤の拒否について検討するに，前記（引用にかかる
原判決）のとおり，
ａ　休日割当表の導入が，当初コンテナ班の運転手らに協力を求める形で出発し，
休日割当出勤をしたくない者はしなくてもよいとされ，休日割当出勤を拒否した場
合は，休日カレンダーどおりその日が休日として取り扱われていたこと等からする
と，Ｂら４名が，休日割当出勤に協力するかどうかは自由であり控訴人の業務命令
ではないと考えたことには無理からぬものがあること
ｂ　また，平成９年７月から８月にかけての団体交渉において，控訴人が，休日割
当表は就業規則に基づくものであって休日カレンダーに優先するものであること，
休日割当出勤に応じないことは業務命令に違反するものであること等を説明したと
ころ，本件組合は，休日割当出勤に一切応じないとするものではなく，休日割当出
勤の問題点が解決されれば休日割当出勤に応ずるとの態度を示し，控訴人が上記問
題点について本件組合に速やかに回答することになったこと
　　そして，同年９月から１０月にかけてＦ，Ｅ，Ｂが各１回ずつ休日割当出勤に
応じたものの，ＨのＦに対する暴行事件等があったため，控訴人から正式な回答が
あるまで休日割当出勤には応じないとしたものであって，控訴人が上記回答をして
いないことを無視して本件組合の休日割当出勤拒否を一方的に非難することはでき
ないこと
ｃ　また，平成１０年８月１２日の団体交渉において，控訴人は，前記休日割当出
勤の問題点は既に解決済みであると主張して譲らなかったため，Ｂら４名は，その
後は休日割当出勤日に年休を申請してこれに対抗するようになったところ，控訴人
は時季変更権を行使することなくこれを認めていたこと
ｄ　さらに，平成１０年１２月に控訴人がＢら４名に警告書を交付した以後は，Ｂ
ら４名は休日割当出勤に応ずることを決定し，その旨を控訴人や日本通運の操配担
当者に連絡した上で，現実に休日割当出勤をしていること
を考慮すると，Ｂら４名の休日割当出勤をしなかったことを非難することはできな
い。
(イ)　控訴人の当審主張(1)ア(ア)ａないしｃについて
　ａ　Ｂら４名の休日割当出勤に対する態度
　　控訴人は，Ｂらの休日割当出勤拒否の態度，考えは極めて強固なものであった
旨主張する。
　　しかし，前記（引用にかかる原判決）のとおり，
①　平成９年２月８日の職場会議等で，Ｃが日本通運からの要請を説明し，順番に
休日割当出勤することについて協力を依頼したが，その際出席していたのはＡ，Ｈ
らのみであり，Ｂら４名は反対の意思を表明したこと



②　ＩとＣは，その後，コンテナ班の運転手に対し，協力要請文書等を交付するな
どし，Ｃは，休日割当表に基づき休日割当出勤の該当者に対し，前日又は前々日に
その都合を聞いていたこと
③　Ｂら４名は休日割当出勤問題につき控訴人の態度が不明確であったことなどか
ら休日割当出勤に応じなかったこと，しかし，同年８月２７日の団体交渉におい
て，Ｇが休日割当出勤問題につき速やかに回答することを約束するなどしたため，
同年９月７日にＦが，同年１０月１０日にＥが，同月２６日にＢが，それぞれ休日
割当出勤に応じたこと
を認めることができ，Ｂら４名が休日割当出勤に応じないとする態度が極めて強固
なものであったとは認めることができず，控訴人の主張は採用できない。
ｂ　控訴人の回答
　　控訴人は，休日割当出勤についての扱いに関して，回答をしていないことはな
い，すなわち回答した旨主張する。
　　しかし，前記（引用にかかる原判決）のとおり，平成９年８月２７日の団体交
渉に際し，Ｇが組合員らに対し休日割当出勤問題につきできるだけ速やかに回答す
ると述べたものの，その後具体的な回答がされたことを認めるに足りる証拠はな
く，平成１０年８月の団体交渉において，控訴人は既に上記問題は解決済みである
と主張したことは認められるが，控訴人が組合員らに対し，休日割当出勤問題（振
替休日を１か月前に明確にすること及び１日分の賃金が保証されるか否かその基準
を明らかにすること）が具体的にどのように解決したかを，告げたと認めるに足り
る証拠はない（控訴人が主張したように，現実に解決済みであったのならば，誠実
に団体交渉すべき控訴人としては，いつどのように解決したか，その内容を具体的
に本件組合に説明すべきは当然である。）。
　　控訴人の主張は失当である。
ｃ　時季変更権を行使しなかったことについて
　　前記（引用にかかる原判決，訂正後のもの）のとおり，現場段階での混乱を避
ける必要があって控訴人が時季変更権を行使しなかったとしても，本件措置の相当
性の判断を左右するものではない。
(ウ)　次に，Ｅらが，出勤拒否の意思表示を撤回して出勤したことについて検討す
る。
　　前記（引用にかかる原判決）のとおり，平成１０年１２月１０日，控訴人が組
合員に対し警告書を交付したので，本件組合は異議があったが，一方的な処分を避
けるため，休日割当出勤に応じることにし，同月１１日，ＡがＢら４名を代表し
て，日本通運の操配担当者にＢら４名が休日割当出勤に応ずることを決めた旨報告
し，かつ，控訴人代表者に宛ててその旨記載したはがきを送付したこと，そして，
同月１３日にＥ，同月２０日にＦ，同月２３日にＡ，同月２７日にＢが休日割当出
勤に応ずることになったことを認めることができ，Ｂら４名が休日割当出勤拒否の
意思表示を撤回したとしても，それは控訴人が交付した警告書によるものであっ
て，Ｂら４名が勝手に撤回したと評価することはできない（警告書によれば，控訴
人は休日割当出勤拒否を早急に是正することを求めており，控訴人としてはＢら４
名にそのように行動することを期待していたと認められる。）。
　(エ)　以上によれば，控訴人の上記主張は失当である。
イ　控訴人が本件措置を取りやめたことについて
　　控訴人は，発注元の日本通運に対して，できる限り多くの業務の発注をしてく
れるよう努力を続けた結果，業務の発注量が回復したので，控訴人は，平成１２年
９月７日をもって，Ｂら４名に対して，本件措置を取り止めた旨主張する。
　　控訴人主張のとおりの事実であったとしても，本件措置が不当労働行為である
との認定を左右するものではない。
(2)　不当労働行為意思について
ア　控訴人は，原判決の，控訴人の不当労働行為意思についての指摘は，非常に概
括的なものにとどまり，十分な根拠を示していない旨主張する。
　　しかし，前記（引用にかかる原判決）の，
(ア)　控訴人と本件組合の従前からの紛争の経過（原判決２頁１７行目から４頁１
５行目までに記載）
(イ)　控訴人がＢら４名の組合員に対して本件措置を行った経緯（原判決４頁１６
行目から８頁６行目まで，２４頁１８行目から３０頁２２行目まで等に記載）
(ウ)　本件措置の内容（原判決３０頁２３行目から３１頁９行目まで等に記載）
によれば，本件措置はＢら４名が組合員であることを理由になされたもので不当労



働行為に該当するものと認めるのが相当であるから，控訴人の同主張は失当であ
る。
イ　控訴人は，Ａが平成１１年１月１日付けで本件組合に再加入したことは全く知
らなかったものであり，組合を意識して，本件措置をしていない旨主張する。
　　しかしながら，前記（引用にかかる原判決）認定の事実によれば，Ａは，平成
８年に本件組合を脱退後も本件組合と同調して，休日割当出勤に対する拒否的行動
をしており，控訴人もこれを前提として団体交渉をしていたものと認めることがで
きるから，控訴人の同主張は採用できない。
    (3)　不利益取扱いの外形的事実について
ア　控訴人は，自宅待機となる勤務を命じた場合にも，控訴人はＢら４名に対して
賃金を支払っており，勤務の事実がないことにより支給されない各手当があるとし
てもこれは当然のことであるから，経済的不利益は生じていない旨主張する。
　　しかしながら，控訴人の本件措置により，Ｂら４名が乗務する機会が減少し，
そのことにより各種手当が支給される機会が必然的に減少することになり，経済的
不利益が生じていることは明白であり，控訴人の主張は失当である。
イ　時間外手当について
(ア)　控訴人は，平成１１年１月から平成１２年９月までの組合員と非組合員の時
間外勤務時間を示して（甲１７），組合員（Ｂら４名）はもともと時間外勤務が少
ない旨主張する。
　　しかしながら，前記（引用にかかる原判決）認定のとおり，平成９年７，８月
の団体交渉のころから明確に休日割当出勤が問題となり，一旦Ｂら４名は休日割当
出勤に応じることとしたが，同年９，１０月のＣ発言やＨの暴行事件により，控訴
人が団体交渉で約束した回答をするまで休日割当出勤に応じないこととしたのであ
るから，そのころから時間外勤務が少なくなったのは休日割当出勤問題の影響であ
ったことを推認することができ，同推認を覆すに足りる証拠はない。したがって，
Ｂら４名がもともと時間外勤務が少ないかどうかは，上記問題が発生する時点より
前の状態と比較しなければならないところ，証拠（甲９）によれば，平成９年４月
から同年７月までは，むしろＢら４名の時間外勤務の平均時間が非組合員のそれを
上回っていたことを認めることができ，控訴人の主張はその前提事実を認めること
ができず，採用の由なしとせざるを得ない。
(イ)　また，控訴人は，本件命令における計算方法によれば自宅待機となる勤務指
示がない月に時間外勤務手当を支払う矛盾が生ずる旨主張する。
控訴人指摘のようなことが生ずることはあり得ることではあるが，コンテナ班８名
の１人あたりの平均時間外勤務時間に基づいて計算することは，全体としてみれば
合理性のあることであり，控訴人の主張は理由がない。
ウ　休日出勤手当について
　　控訴人は，Ｂら４名はもともと休日出勤手当の対象となる勤務が少なかった旨
主張する。
　　しかし，前記のとおり，Ｂら４名とそれ以外の者との勤務を比較するのであれ
ば，休日割当出勤についての問題が発生する時点より前の時点における状態を比較
しなければならないところ，この点につき，控訴人主張を認めるに足りる証拠はな
い。
  　また，控訴人は，本件措置において，Ｂら４名につき，土曜日は２名が通常出
勤日，２名が休日と指定されたが，休日となった２名はその土曜日について休日出
勤としての勤務をすることがなかった旨主張する。
　　控訴人の主張は，Ｂら４名に休日出勤が少なかった事情を説明するものと解さ
れるが，控訴人の主張事実が認められるとしても，Ｂら４名とそれ以外の者との間
で休日出勤の多少を比較する場合は，休日割当出勤についての問題が発生する時点
より前の時点における状態を比較すべきものとする前記判示に対する有効な反論と
なるものではない。
エ　大型乗務手当や２個積ワンマン手当について
　　控訴人は，コンテナ班の班員全員の平均数値をもとに計算することは，実態に
背反するおそれのある，安易かつ不相当な算定方法である旨主張する。
　　しかし，前記のとおり，平均値をもとに計算をすることには合理性があり，控
訴人の主張は採用できない。
(4)　その他の判断について
ア　休日出勤に関する日本通運の操配者による都合聴取について
  　控訴人は，平成９年３月以前の操配状況は，日本通運の操配担当者の指示にも



とづき，控訴人において，各従業員に対して勤務を命じていた旨主張する。
　　しかし，前記（引用にかかる原判決）のとおり，日本通運の操配担当者が直接
控訴人従業員に都合を聴取していたと認められる（乙６３，６４，原審証人Ｃ）。
イ　平成９年８月２７日から１０月２８日までのＢら４名の休日割当出勤状況につ
いて
　　控訴人は，原判決が，組合員は，休日割当出勤が通常出勤であることを認識
し，平成９年９月７日以降にＦが，Ｅが，Ｂが，それぞれ休日割当出勤に応じた
（乙６３）と認定したことを非難して，平成９年８月２７日の団体交渉後，乙４２
のとおり，休日割当出勤に応じていない日も多い旨主張する。
　　しかし，乙４２によれば，控訴人主張の事実を認めることができるが，前記
（引用にかかる原判決）認定は，平成９年９月から１０月にかけて，Ｂら４名が休
日割当出勤に応じようとしていたことを認定したものであって，控訴人主張事実が
認定できたとしても，結論に影響を与えるものではない。
ウ　Ｃ発言について
　　控訴人は，原判決はＣの発言の趣旨を曲解したものと非難する。
　　しかし，Ｃの発言内容は原判決認定のとおりであり，仮にＣの内心の意思が控
訴人主張のとおりであったとしても，Ａが発言と異なるＣの内心の意思を理解した
ことを窺わせる証拠はなく，控訴人の主張は採用できない。
エ　Ｈの暴力について
　　控訴人は，平成９年１０月２８日の件について，「個人の口げんかの域を出な
い」ものであり，「暴力を振るう事件」ではない旨主張する。
　　しかし，甲６によってもＨがＦを突くなどの有形力の行使をしたことが認めら
れる（Ｈ自身が相手の挑発に乗ってしまったと暴力行為をしたことを認めてい
る。）。
３（結語）
　　よって，これと同旨の原判決は相当であって，控訴人の本件控訴は理由がない
からこれを棄却することとし，主文のとおり判決する。
    　　　名古屋高等裁判所民事第３部

                  裁判長裁判官　　青　　　山　　　邦　　　夫
                  

　　　　　　　　　　　　裁判官　　藤　　　田　　　　　　　敏

    　  裁判官倉田慎也は填補のため署名押印することができない。

                  裁判長裁判官　　青　　　山　　　邦　　　夫　


